
入札公告 

 

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を行うので、香川県会計規則（昭和39年香川

県規則第19号。以下「規則」という。）第166条の規定により公告する。 

 

令和８年３月９日 

香川県知事  池田 豊人 

 

１ 入札に付する事項 

（１）委託業務名        

香川県議事堂及び天神前分庁舎空気調和設備保守点検業務 

（２）委託業務の内容等     

仕様書による 

（３）業務の実施場所         

仕様書による 

（４）委託期問         

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

（５）入札方法         

かがわ電子入札システム（以下「電子入札システム」という。）による入札。 

特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)（以下「電子入札運用基

準」という。）に従うこと。 

 

２ 契約書作成の要否 

  要 

 

３ 電子契約の可否    

  可とする。 

  電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札 

システム又は電子メールにより提出すること。 

 【電子入札システムにて提出する場合】 

  入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。 

 【電子メールにて提出する場合】 

  下記メールアドレスに令和８年３月24日17時までに提出すること。その際、メールの件名 

を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書（香川県議事堂及び天神前分庁舎空気調和設備保 

守点検業務）」とすること。 

  提出先：zaisankeiei@pref.kagawa.lg.jp 

 

４ 契約の内容を示す日時及び場所等（入札説明書の交付等） 

  令和８年３月９日から同月18日まで（香川県の休日を定める条例（平成元年香川県条例第１

号）第１条第１項各号に掲げる日（以下「休日」という。）を除く午前８時30分～午後５時） 

郵便番号760－8570 

香川県高松市番町四丁目１番10号 

香川県総務部財産経営課 総務・施設管理グループ（香川県庁本館10階） 



電話番号087－832－3075 

  なお、電子入札システムにおいても閲覧に供する。 

 

５ 契約の内容に関する質問の受付 

  本入札に関する質問等については、令和８年３月13日午後１時までに、４に示した場所に対

し文書で行うこと。問い合わせ文書には、会社名、担当者名、担当者所属部署名、電話連絡先

及び送付先会社事務所の住所（担当者の個人住所などは不可）を明記すること。文書はＦＡＸ

での送付も可とする。 

回答は、令和８年３月17日から同月24日までの間、４に示した場合において閲覧に供すると

ともに、電子入札システムで公開する。 

 

６ 入札及び開札 

（１） 入札執行については、規則の規定によるものとする。 

（２） 電子入札システムによる入札期間  

令和８年３月24日午前８時30分から午後５時まで 

（３）  開札日時   

令和８年３月25日午前９時 

（４）  開札の場所  

香川県総務部財産経営課 

（５） 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する

額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相

当する金額で入札すること。 

（６） 再入札 

    開札をした場合において、競争入札参加者の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価

格の入札がないときは、再度の入札を行う。 

 再入札の入札期間及び開札日時については、再入札の実施が決定した後、電子入札シス

テムにより、競争入札参加者に別途通知する。 

 

７ 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に

規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項

に規定する信書便による入札の可否 

  否とする。 

 

８ 入札保証金及び契約保証金 

   規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和８年３月18

日午後５時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を４に示した場所に提出すること。審

査の結果は、令和８年３月23日までに通知する。 

 

９ 入札者の参加資格 

  次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、本公告日現在



Ａ級に格付けされている者であること。 

（３）香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者である

こと。 

（４）会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11

年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、次に掲

げる者は、この要件を満たすものとする。 

①会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者 

②民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた者 

（５）緊急時に早急に対応するため、高松市内に営業所があること。 

（６）営業所に従業員が常駐し、県担当者からの緊急時依頼等への対応が１時間以内に可能であ

るなど、適切かつ迅速に受託業務を履行しうる体制が整備されていることを証明した者であ

ること。 

（７）国の行政機関又は地方公共団体の施設における空気調和設備の保守点検業務受託実績が令

和２年４月１日以降で通算２年以上あり、受託期間中、適正に業務を遂行していること。 

（８）平成27年４月１日以降に熱源が蓄熱槽による空気調和設備の保守点検業務受託実績がある

こと。 

（９）電子入札システムに対応できること。 

（10）下記の資格を有する業務実施予定者を従事させることができることを証明した者であるこ

と。 

①第一種冷媒フロン類取扱技術者 

②第一種電気工事士又は第二種電気工事士 

（11）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条に規定す

る暴力団及びその構成員でないこと。また、暴力団の構成員と社会的に非難されるべき関係

を有する者でないこと。 

 

10 入札者に要求される事項 

（１）入札参加者は、電子入札システムに登録の上、システム上にて入札参加資格確認申請を行

うこと。 

（２）名簿への掲載状況、提出された書類等を確認、審査した結果、当該業務を適切かつ確実に

遂行することができると認められた者に限り入札の対象とする。 

（３）入札参加資格が認められ、入札を行った後に、提出された資料の内容が真実ではないと判

明した場合には、11のとおり、入札参加資格のない者のした入札として、入札は無効とする。 

（４）参加資格の有無の判断結果については、電子入札システム上で通知する。 

（５）競争入札参加者は、（１）の入札参加資格確認申請の添付書類として、下記の書類を提出期

間内に４の問い合わせ先に、郵送又は持参にて提出しなければならない。 

確認申請時に、説明書類や役員一覧の電子ファイルを添付しても書類を提出したことには

ならず、審査の対象とはならないため注意すること。 

１）入札参加資格確認資料 

○会社情報（会社所在地、商号又は名称、代表者名、代表電話番号、担当者名、担当者

連絡先（常駐事務所の住所、電話番号）、令和５年４月１日以降における行政指導等

処分の有無（業務関係法令、労働関係法令、入札・契約関係など）） 

○業務責任者（氏名、経験年数、担当した建物とその従事年数、取得資格（関連資格））

○組織体制（本業務に対応する県内事務所（本支店、営業所等）の体制（常駐従業員の 



人数、臨時の対応が可能な者の人数）） 

○誓約書（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に規定する暴力団及

びその構成員でないこと等を申立て、誓約する書面） 

○役員一覧 

○下記の各号の資格を有する者を従事させることができることを証する書類 

 ①第一種冷媒フロン類取扱技術者 

  ②第一種電気工事士又は第二種電気工事士 

○業務受託実績（対象建物、対象面積、受託期間、契約担当部署の名称及び連絡先）及

び当該実績に係る契約書の写し 

○会社・法人の登記事項証明書（発行から３ヶ月以内のもの） 

２）入札参加資格確認申請期間（電子申請 及び 書類提出） 

令和８年３月９日から同月18日午後５時まで（必着） 

※ただし、持参の場合は、開庁日の午前９時から午後５時までの時間帯に限る。（閉

庁日である休日は受付できない。） 

３）提出書類の確認 

県が書類を受理する際には必要書類が付属しているかどうかのみを確認するため、記載

の不備がないかなども含めた参加資格の有無の審査については別途内容を精査して判断す

ることになり、書類を受理したことのみをもって参加資格を確認したことにはならないの

で注意すること。参加資格の有無の最終的な判断は電子入札システムにより通知するもの

とする。 

なお、提出された書類は返却しない。また、提出期限経過後の書類の差し替え及び再提

出は認めない。 

４）入札参加資格確認通知 

電子入札システムにより、令和８年３月23日に通知する。 

（６）確認申請の対象となるのは、（１）の電子入札システムにより確認申請を行っており、かつ、 

（５）の提出書類を別途郵送又は持参している者のみであること。 

（７）提出時又は提出後に当該書類に関し県から説明を求められた場合は、それに応じなければ

ならない。 

 

11 入札の無効 

本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 

 

12 入札又は開札の取消し又は延期による損害 

天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正

行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場

合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。この場合、入札又は開札の取消し

又は延期による損害は、入札者の負担とする。 

 

13 落札者の決定方法 

規則第147条第１項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって

有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札となるべき同価の入札をした者が２

人以上ある時は、電子入札システムによる電子くじにより第１順位の落札者を決定するものとす



る。 

なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関

する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 

 

14 契約締結の期限 

落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から５日（休日の日数は参入しない）以内に契

約を締結しなければならない。この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効と

する。ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することができる。 

 

15 予約完結権の譲渡の禁止 

落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならな

い。 

 

16 その他 

（１）詳細は、入札説明書による。 

（２）落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「香川県物品の買入れ等に係る指名停

止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。 

（３）入札説明会は実施しない。 

（４）入札参加資格の確認のため、関係機関に照会する場合がある。 

（５）落札決定者は、契約締結後、業務の実施にあたっては使用者として、労働関係法令等を遵

守すること。労働関係法令の遵守状況については、県の係員が実地調査を行う場合がある。

なお、実地調査を実施する際は、関係書類の提出等協力すること。 

（６）その他、本入札に関する質問等については４の問い合わせ先まで、５の期間に文書により

行うこと。問い合わせ文書には、会社名、担当者名、担当者所属部署名、電話連絡先及び送

付先会社事務所の住所（担当者の個人住所などは不可）を明記すること。 

   なお、電話、電報等による質問については一切受け付けない。 

   また、回答が入札参加資格確認資料提出期限までに届かなかったことを理由に、資料の提

出を遅らせることはできない。 

（７）本件入札は、令和８年４月１日以降で、当該予算の執行が可能となったときに、入札の効

力が生ずる。 

 


